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第２回 聖籠町教育委員会定例 議事録 

 

日時：令和７年２月２５日（火）１３：３０～ 

場所：聖籠町役場３階  大会議室 

委員出席者 

  近藤朗教育長、佐藤政志委員、佐久間千都委員、高橋真弓委員、髙橋恵委員 

事務局出席者 

  天野秀一子ども教育課長補佐、宮澤徳昭社会教育課長、渡邉こまき図書館長、 

須貝教育未来課長、阿部香教育未来課副参事 

 

〇近藤教育長 

令和７年第２回聖籠町教育委員会定例会を開催いたします。議事録署名委員の選

出をお願いします。 

 

〇須貝教育未来課長 

  本日の議事録署名委員は佐久間委員にお願いします。（佐久間委員承諾） 

 

〇近藤教育長 

  では、行政報告であります。 

 ・会計年度任用職員合否発表、内定通知配布 

 ・ジャパンサッカーカレッジ政策提案発表会 

 ・当初予算打合せ 

 ・管理職の内報（県人事異動） 

  以上、質問等ありますか。では議案に入ります。 

議案第３号、聖籠町教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の公布につ

いて、継続審議となっておりました。事務局、お願いします。 

 

〇天野子ども教育課長補佐 

（概要説明） 

 

〇高橋真弓委員 

放課後自学支援ルームとありますが、放課後子ども教室とは違うのでしょうか。 

 

〇須貝教育未来課長 

現在、放課後自学支援ルームはなく、放課後子ども教室となっており名称が消え

たという事です。 

 

〇佐藤委員 
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職員の服務について、削除となった時、服務監督はしないのか、それとも他のと

ころの表現に含めるのか。 

 

〇天野子ども教育課長補佐 

なくなるという意味ではなく、基本的に教育委員会の中での総務的な部署は子ど

も教育課ですので、町長部局でいうと総務課が預かるものは、教育委員会部局にお

いては子ども教育課で行うという考え方でおります。 

 

〇佐藤委員 

職員というと、教職員ではないのですね。学校職員も含めた服務との認識でした。

わかりました。ありがとうございます。 

多子世帯給食費補助も削除ですが、これは実態がないのですか。それともほかに

含まれるのですか。 

 

〇天野子ども教育課長補佐 

多子世帯は第３子以降のお子さんがいる世帯に対する給食費の補助ですが、ここ

に記載をしないという意味での削除です。給食の支援という考え方なので、給食に

関することに含めて、記載しないこととなります。 

 

〇佐藤委員 

  事業として残ることが確認できれば結構です。 

 

〇近藤教育長 

事業としてはあるが、規則化するということではなく、給食に関することに含む

ということですね。 

 

〇佐藤委員 

教育未来課についてですが、【新】は教育課程、学習指導だけ抜いています。教育

課程は計画であり、学習指導は指導なので、違う範疇のものが２つ含まれています。

【新】に（１）学校の組織編成並びに教育課程に関すること。(２)学力向上ならび

に学習指導に関することというような表現はいかがでしょうか。 

 

〇須貝教育未来課長 

佐藤委員がおっしゃるように学校の組織編成が 1番にあるといいと思います。全

体の校正として、最初に学校の組織運営に関わる内容、それから地域教育プログラ

ム等の教科、学習指導に関わる内容、さらに生徒指導、教育相談、教育支援のよう

に整理いたしました。ご指摘いただいた形でも、支障ないと思います。 
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〇佐藤委員 

教育課程はあくまでも全体計画であり、学習指導はその中の一部で、生徒指導と

合わせて全体となるので、この２つだけがとり出されて 1番にくることに違和感が

あります。 

 

〇近藤教育長 

この議案の中の新旧対象表の記載が変わる可能性があるということになりますが、

その場合、３月の教育委員会で再度出し直しということになるのでしょうか。 

 

〇天野子ども教育課長補佐 

修正箇所の中での変更であれば、ここでご承認いただければそのように修正する

という形で進めさせていただきたいと思います。 

 

〇近藤教育長 

議案としては、成立するけれども、部分修正が入るということですね。 

 

〇天野子ども教育課長補佐 

ここで修正をしたという形で整えて、担当に伝えたいと思います。 

 

〇近藤教育長 

わかりました。佐藤委員のご指摘について、教育未来課はどう対応しますか。 

 

〇須貝教育未来課長 

教育課程は学習指導と別で立てたいと思います。(1)学校の組織編成並びに教育課

程に関すること。(2)学力向上ならびに学習指導に関することと、修正いたします。 

 

〇近藤教育長 

他の委員さんはいかがでしょうか。では、この事は一旦ご意見をいただいたとい

う事にして、最後に総括したいと思います。 

 

〇佐藤委員 

【新】の社会教育課の中学校部活動の地域展開に関することですが、今後は地域

移行から、地域展開、数年後には地域定着となるのではと思います。その都度変更

は大変なので、まとめて「中学校部活動に関すること」としてはいかがでしょうか。 

 

〇宮澤社会教育課長 

担当課としては、それでよろしいと思います。 
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〇近藤教育長 

今後の社会で中学校部活動という言い方が残るかどうかわからない時代になるの

かなと思います。佐藤委員からご指摘がありましたが、変わった時に直すというこ

とでよろしいでしょうか。 

 

〇宮澤社会教育課長 

承知しました。 

 

〇高橋真弓委員 

社会体育とその他社会体育とはどういうものでしょうか。 

 

〇宮澤社会教育課長 

社会教育課の分掌事務が（1）から（11）まで規則化している項目以外の分野とい

う意味です。 

 

〇近藤教育長 

他、いかがですか。では、先ほどの３枚目の教育未来課関係の（1）、（2）につい

て、先ほどの文言に修正をさせていただくという事で委員の皆さんの承認を得たい

と思いますが、よろしいでしょうか。（全員承認）では、修正について承認いただき

ました。では、この議案全体についても承認いただけますでしょうか。（全員承認）

ありがとうございました。 

 

〇近藤教育長 

  では、議案第５号、聖籠町教育委員会教育長事務委任規程の一部を改正する訓令

についてお願いします。 

 

〇天野子ども教育課長補佐 

（概要説明） 

 

〇近藤教育長 

質問はありますか。承認いただけますか。（全員承認）では、議案第６号聖籠町教

育委員会庶務規程の一部を改正する訓令についてお願いします。 

 

〇天野子ども教育課長補佐 

（概要説明） 
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〇近藤教育長 

名称変更ということですが、ご質問ありますか。では、承認いただけますでしょ

うか。（全員承認）ありがとうございます。では、議案第７号聖籠町教育委員会庶務

規程等の特例を定める規程の一部を改正する訓令についてお願いします。 

 

〇天野子ども教育課長補佐 

（概要説明） 

 

〇近藤教育長 

ご質問はありますか。承認いただけますでしょうか。（全員承認）ありがとうござ

います。では、議案第８号県費負担教職員の任免の内申についてであります。 

～公表前情報のため非公開～ 

聖籠町教育委員会として承認ということでよろしいでしょうか。（全員承認） 

続いて、議案第９号聖籠町地域学校保健委員会設置要綱の一部を改正する告示に

ついてをお願いします。 

 

〇天野子ども教育課長補佐 

（概要説明） 

 

〇髙橋恵委員 

学校栄養職員と栄養教諭の違いは何ですか。 

 

〇天野子ども教育課長補佐 

仕事の違いとしてわかりやすい点は、児童生徒に授業を行えるかどうかが大きな

違いです。栄養教諭は教員免許を所有しているということです。 

 

〇近藤教育長 

その他、いかがでしょうか。では、議案第９号聖籠町地域学校保健委員会設置要

綱の一部を改正する告示について承認いただけますか。（全員承認）ありがとうござ

います。では、全ての議案が終わりましたので、続いて定例報告に入ります。教育

未来課長お願いします。 

 

〇須貝教育未来課長 

・実績報告と実施計画 

・辞令交付式の予定 

・1月の超過勤務の状況 

・休日等の部活動に従事する教職員の兼職兼業手続き 
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・令和７年度当初予算関係 

 

〇近藤教育長 

今ほどの説明について質問等ありますか。では、子ども教育課、お願いします。 

 

〇天野子ども教育課長補佐 

・聖籠町育英資金貸与条例の支給改正 

・３月補正予算、令和７年度当初予算について 

 ・給食費の徴収状況 

 

〇近藤教育長 

今ほどの説明について何かありますか。 

 

〇髙橋恵委員 

タブレットの購入とは、全て入替えですか。 

 

〇天野子ども教育課長補佐 

はい。劣化という状況で入替えをします。 

 

〇高橋真弓委員 

同じ iPadの購入を考えているのでしょうか。 

 

〇天野子ども教育課長補佐 

今回、県の取組みでもありますので、お知らせできるタイミングが私も判断でき

ない状況です。 

〇高橋真弓委員 

４月からではなく途中からなのですね。 

 

〇天野子ども教育課長補佐 

更新が７年度中ですので、４月からではなく、その後手続きを進めていきます。 

 

〇近藤教育長 

その他、いかがでしょうか。ありがとうございました。では続いて社会教育課長

お願いします。 

 

〇宮澤社会教育課長 

・ボランティア研修会を社会福祉協議会と合同で開催予定 
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・モルック体験会開催予定 

・３月補正、令和７年度当初予算の概要 

 

〇佐藤委員 

中学校の地域展開の予算を見ると、サッカー、バスケット、野球となっています

が、令和７年度を移行完了の目安としていたと思います。地域から指導者は確保で

きそうでしょうか。 

 

〇宮澤社会教育課長 

指導者確保の状況ですが、陸上、柔道、野球は継続して外部の指導者に行ってい

ただく事が決まっており、他はなかなか見つからない状況です。４月以降、転入し

てきた先生方で、土日の地域移行の指導者として関わっていただけるという方がい

れば、可能な種目が増える可能性があるかどうかというところです。 

外部指導者については、確保が非常に困難で、小学生までは指導できるという人

も、中学生となるとなかなか難しいという声が多く上がっている状況です。 

 

〇佐藤委員 

陸上とありましたが、これは別なのでしょうか。 

 

〇宮澤社会教育課長 

下の表にスポーツ振興業務委託料で、上がスポネットせいろうで、下がアルビレ

ックスになっており、中学校部活動はスポネットせいろうに入っております。 

 

〇佐藤委員 

ありがとうございます。生涯スポーツ推進計画策定委員の募集についてですが、

会議の回数などの情報があった方が、応募してみようという人がいるのではと思い

ます。締切りが過ぎているのであれば結構です。 

 

〇宮澤社会教育課長 

別なお知らせをする際に、加えてご案内させていただきたいと思います。 

 

〇近藤教育長 

その他いかがですか。では図書館長お願いします。 

 

〇渡邉図書館長 

・亀代小学校６年生ブックトーク 

・蓮野小学校２年生図書館見学 
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・こども園の作品展示開始 

・３月の事業予定 

・１月利用状況 

・３月補正、令和７年度予算概要 

 

〇近藤教育長 

今ほどの説明についていかがでしょうか。では、これで定例報告を終わります。

その他、事務局は何かございますか。 

 

〇須貝教育未来課長 

次回ですが３月 25日火曜日 ９時半でお願いします。（全員承認） 

 

〇近藤教育長 

以上をもちまして令和７年第２回聖籠町教育委員会定例会を終了いたします。あ

りがとうございました。 

 

 

 

 

上記のとおり、令和７年第２回定例会の会議録に相違ないことを証明する。 

 

 

 

 

令和７年２月２５日 

 

 

教育長                

 

 

委 員                


